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広島県情報公開・個人情報保護審査会　諮問（情）第５２号

第１　審査会の結論

　広島県知事（以下「実施機関」という。）が，本件異議申立ての対象となっ

た開示決定について，開示請求の対象となる行政文書として「駐車場管理要領」

を特定したことは，妥当である。

第２　異議申立てに至る経緯

　１　開示の請求

　　　異議申立人は，平成１５年８月１１日，広島県情報公開条例（平成１３

年広島県条例第５号。以下「条例」という。）第６条の規定により，実施機

関に対し，「広島県庁外来駐車場の運用に関する『管理の手引き』又は『管

理運用規定』（文書の名称は別として，外来駐車場の管理運用に関する規定

又はこれに類する文書のすべて）」の開示を請求（以下「本件請求」という。）

した。

　２　本件請求に対する決定

　　　実施機関は，本件請求に対し，「駐車場管理要領」を本件請求の対象とな

る行政文書（以下「本件対象文書」という。）として特定の上，行政文書開

示決定（以下「本件処分」という。）を行い，平成１５年８月２２日付けで

異議申立人に通知した。

　３　異議申立て

　　　異議申立人は，平成１５年９月２４日，本件処分を不服として，行政不

服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第６条の規定により，実施機関に対

し異議申立てを行った。

第３　異議申立人の主張要旨

　１　異議申立ての趣旨

　本件処分について，他に本件対象文書が存在するとして，その開示の決

定を求めるというものである。

　２　異議申立ての理由

　　　異議申立人が，異議申立書及び意見書で主張している異議申立ての理由

は，おおむね次のとおりである。

　　　本件請求の対象は，広島県庁外来者駐車場（以下「駐車場」という。）の
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運用に関する「管理の手引」又は「管理運用規程」であり，また，「文書の

名称は別として，駐車場の管理運用に関する規定又はこれに類する文書」を

すべて対象にするとしている。

　　　しかしながら，実施機関が開示した文書は，駐車場管理要領のみであり，

すべてを開示していない。

　　　開示すべき行政文書は，次のとおりである。

　（１）駐車整理票の様式を制定した文書（以下「申立文書①」という。）

　（２）駐車場を利用する者に対して駐車整理票を記載させる，又は記載させ

ないと規定している文書（以下「申立文書②」という。）

　（３）駐車場管理要領に「駐車場等管理日誌（様式第１号，第６条関係）」と

記載されているが，当該「第６条」を具体的に記述している規定の第６

条以外も含むすべての文書（以下「申立文書③」という。）

　（４）文書の名称は別として，駐車場の管理運用に関する規程又はこれに類

するすべての文書（以下「申立文書④」という。）

　　　駐車整理票に「運転者氏名」という個人情報を記載させるためには，申

立文書①及び②が，当然に存在しているはずである。

　　　また，申立文書③は，当然に本件対象文書であるにもかかわらず，実施

機関は，「開示請求の趣旨は，業者と県の契約内容の把握ではないため」と

一方的に断定し，本件請求の内容を全く無視している。

　　　なお，異議申立人が，別途開示請求を行っていることをもって，結果的

には当初の開示方法が適正であったとする実施機関の理由説明書について

は，全く納得できない。実施機関が，本件対象文書の隠匿（本件対象文書の

一方的な限定を含む。）を図ることは，条例の趣旨を著しく逸脱するもので

ある。

第４　実施機関の説明要旨

　実施機関が理由説明書で説明している内容を総合すると，本件対象文書と

して駐車場管理要領を特定して開示した理由などについては，おおむね次の

とおりである。

　１　本件対象文書の特定について

　　　本件請求を受け，本件対象文書を検索した結果，駐車場管理要領が該当

し，その中には不開示情報が含まれなかったため，全部開示した。

　　　駐車場の管理については民間委託により行っているが，駐車場の管理に

ついて定めている文書は駐車場管理要領のみであり，この文書以外に，本件

請求の趣旨に合致するものは存在しない。
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　　　別の文書の開示を求めるのであれば，別途公開請求をすればよく，現に

異議申立人はそうしている。

　２　異議申立人のいう「開示すべき行政文書」について

　異議申立人は，開示すべき行政文書として，申立文書①から④までを挙

げているが，これらについては，次のとおり，不存在又は本件対象文書に

該当しないと判断したものである。

　(１) 申立文書①について

　　　　申立文書①に該当する文書は，存在しない。保存年限満了で廃棄した

ためか，様式の制定手続を文書で行う必要がなかったためかは不明であ

るが，いずれにせよ，駐車場の管理上必要であるため，様式を何らかの

形で定め，これまで運用が続けられてきたものと思われる。

　(２) 申立文書②について

　　　　申立文書②に該当する文書は，存在しない。駐車場の利用者に駐車整

理票を記載させることについては，駐車場の管理業務を受託している業

者（以下「受託業者」という。）が交替する都度，業者間で申し送りをさ

れており，実施機関からも口頭で受託業者に申し送りをしている。

　(３) 申立文書③について

　　　　駐車場管理要領に「駐車場等管理日誌（様式第１号，第６条関係）」と

の記載があるが，この「第６条」は，実施機関と受託業者の間で締結さ

れた「広島県外来者駐車場及び駐輪車管理業務委託契約書」（以下「委託

契約書」という。）の条文を指している。本件請求の趣旨は，受託業者と

実施機関との契約内容の把握ではないため，委託契約書は，本件対象文

書には該当しないと判断した。

　なお，委託契約書については，本件請求の対象とはしなかったが，異

議申立人が委託契約書を特定して，平成１５年９月２３日付けで，別途

開示請求を行ったため，同年１０月６日付けで開示したところである。

　(４) 申立文書④について

　１で述べたとおり，本件請求の趣旨に合致する文書は，駐車場管理要領

のみである。

第５　審査会の判断
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　本件異議申立ては，実施機関が駐車場管理要領のみを本件対象文書とし

て特定したところ，「すべてを開示していないことから，速やかに開示すべ

きである」という，本件対象文書の特定に関するものである。

　このため，以下，本件対象文書の特定が妥当であったかを検討する。

１　本件請求について

　本件請求の開示請求書には，「広島県庁外来者駐車場の運用に関する『管

理の手引き』又は『管理運用規定』 (注) 文書の名称は別として，外来駐

車場の管理運用に関する規定又はこれに類する文書は全て開示請求の対象

とします。」（原文のまま）と記載されている。

　この請求内容からは，駐車場の運用に関して，実施機関が定めた要綱，

要領等（以下「要綱等」という。）が本件対象文書に当たると解される。一

般に要綱等は，行政機関が事務を処理するに当たって，その裁量が認めら

れている部分についてあらかじめ内部で処理基準を定めておこうとする場

合などに作成されるものであり，名称は，要綱，要領，要項，基準など様々

である。

２　本件対象文書の特定について

　実施機関は，本件請求に対し，駐車場管理要領を本件対象文書として特

定した。

　駐車場の管理は，実施機関が指名競争入札によって決定した受託業者と

契約を締結し，受託業者に行わせている。この契約に基づいて，駐車車両

の整理・誘導，駐車場を利用する者への駐車整理票の交付及び回収等の日

常的な駐車場管理業務は，特段の事由がない限り，専ら受託業者が行って

いる。

　実施機関が本件対象文書として特定した駐車場管理要領は，実施機関が

駐車場の管理に関して定めた要綱等としての性質をもつとともに，委託契

約書の中に綴じ込まれており，仕様書として，受託業者に対する指示内容

にもなっている。

　異議申立人は，駐車場管理要領以外にも対象行政文書があるはずだと主

張しているが，上記のように，駐車場の日常的な管理は受託業者に行わせ

ているのであるから，もし，駐車場管理要領以外に受託業者が遵守すべき

何らかの規程があるのであれば，当然，委託契約書の中にその旨を明記し

ておく必要があると考えられる。しかしながら，当審査会において，委託

契約書を確認したところ，そのような記載は見当たらなかった。

　また，１で述べたように，本件請求は，駐車場の管理に関する要綱等，
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すなわち，行政機関が事務を処理するに当たって，あらかじめ内部で定め

た処理基準等の開示を求めるものであると解されるため，実施機関と受託

業者の権利義務関係を定めた委託契約書そのものが，本件請求の対象であ

ると考えなかった実施機関の判断は妥当である。

　　　なお，異議申立人は，異議申立書において，個別の規定内容を挙げて，

申立文書①から④までに掲げる文書が対象行政文書に含まれるはずである

と主張しているが，以上検討したとおり，本件請求の対象となる規程が駐車

場管理要領以外に存在しないと認められるので，実施機関の判断が不合理で

あるとは言えない。

　３　結論

　　　よって，当審査会は，「第１　審査会の結論」のとおり判断する。
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別　記

審　査　会　の　処　理　経　過

年　月　日 処　理　内　容

１５．１０．２０ ・諮問を受けた。

１５．１１．　５ ・実施機関に理由説明書の提出を要求した。

１５．１２．２２ ・実施機関から理由説明書を収受した。

１６．　１．　９
・異議申立人に理由説明書の写しを送付した。
・異議申立人に意見書の提出を要求した。

１６．　２．２３ ・異議申立人から意見書を収受した。

１６．　２．２７ ・実施機関に意見書の写しを送付した。

１７．　７．２５
(平成 17 年度第 1 回第１部会)

・諮問の審議を行った。

１７．　９．２２
(平成 17 年度第２回第１部会)

・諮問の審議を行った。

１７．１０．２５
(平成 17 年度第３回第１部会)

・諮問の審議を行った。
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